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○
告　
　
　
　
　

示

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

Ｄ
―
ｐ
ｌ
ａ
ｚ
ａ

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
　

大
分
市
大
字
勢
家
千
百
三
十
七
番
地　

外

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

大
分
交
通
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

杉　

原　

正　

晴

　
　
　
　
　

大
分
市
大
字
勢
家
字
芦
崎
千
百
三
番
三

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　
　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

　
　

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
エ
ク
ス
ト
リ
ン
ク

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

廣　

瀬　

祐　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
阪
府
大
阪
市
北
区
曽
根
崎
二
―
三
―
五
梅
新
第
一
生
命
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
十
六
階

　
　
　
　
　
　
　

外
二
者

　
　
　

変
更
後　

株
式
会
社
カ
イ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

片　

山　
　
　

学

　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
大
名
二
―
九
―
三
十
五
ト
ウ
セ
ン
天
神
ビ
ル
三
階

　
　
　
　
　
　
　

外
二
者

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

令
和
二
年
十
月
二
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
月
二
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
四
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四　

そ
の
他

　
　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
二

　

月
二
十
四
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

　

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

　

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
告
示
）
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大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

昭
和
井
路
土
地
改
良
区 

大
分
市

令
二
・
一
〇
・
一
二

○
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
四
号

　

令
和
三
年
度
大
分
県
教
育
庁
等
職
員
（
学
芸
員
）
採
用
選
考
試
験
を
次
の
要
項
に
よ
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会

（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

令
和
３
年
度
大
分
県
教
育
庁
等
職
員
（
学
芸
員
）
採
用
選
考
試
験
実
施
要
項

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
教

育
委

員
会

　

１
　
目
　
的

　
　

大
分

県
教

育
庁

等
職

員
（

学
芸

員
）

を
志

望
す

る
者

に
つ

い
て

、
令

和
３

年
度

採
用

に
当

た
っ

て
の

選

　
考

資
料

と
す

る
た

め
に

実
施

す
る

。

２
　
選
考
対
象
の
試
験
区
分
、
採
用
予
定
者
数
及
び
職
務
内
容

試
験

区
分

採
用

予
定

者
数

職
務

内
容

学
芸

員

（
保

存
科

学
担

当
）

１
人

令
和

３
年

度
か

ら
主

に
大

分
県

立
歴

史
博

物
館

、
大

分
県

立
先

哲
史

料
館

等
に

勤
務

し
、

文
化

財
の

保
存

修
復

、
研

究
調

査
、

展
示

及
び

教
育

普
及

等
に

関
す

る
業

務
に

従
事

す
る

。

学
芸

員

（
日

本
中

世
史

担
当

）
１

人

令
和

３
年

度
か

ら
主

に
大

分
県

立
歴

史
博

物
館

、
大

分
県

立
先

哲
史

料
館

等
に

勤
務

し
、

日
本

中
世

史
に

関
す

る
調

査
研

究
、

資
料

の
収

集
、

保
管

、
展

示
及

び
教

育
普

及
等

に
関

す
る

業
務

に
従

事
す

る
。

３
　
受
験
資
格

　
　

次
の

⑴
か

ら
⑷

ま
で

の
全

て
の

要
件

を
満

た
す

と
と

も
に

、
試

験
区

分
ご

と
に

⑸
及

び
⑹

の
い

ず
れ

か

　
の

要
件

を
満

た
す

者
に

限
る

。
                                     

　
⑴

　
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

25年
法

律
第

261号
）

第
16条

の
欠

格
条

項
に

該
当

し
な

い
者

        

　
⑵

　
博

物
館

法
（

昭
和

26年
法

律
第

285号
）

第
５

条
に

規
定

す
る

学
芸

員
資

格
を

有
す

る
者

又
は

令
和

　
　

３
年

３
月

31日
ま

で
に

取
得

見
込

み
の

者
                                               

　
⑶

　
昭

和
56年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

                                         

　
⑷

　
令

和
３

年
４

月
１

日
以

降
の

採
用

に
応

じ
ら

れ
る

者
                                 

　
⑸

　
学

芸
員

（
保

存
科

学
担

当
）

を
志

望
す

る
者

は
、

学
校

教
育

法
（

昭
和

22年
法

律
第

26号
）

に
よ

る

　
　

大
学

（
短

期
大

学
を

除
く

。
）

又
は

大
学

院
で

、
保

存
科

学
に

関
す

る
専

門
課

程
若

し
く

は
こ

れ
に

準

　
　

じ
る

課
程

を
卒

業
（

修
了

）
し

た
者

又
は

令
和

３
年

３
月

31日
ま

で
に

卒
業

見
込

み
（

修
了

見
込

み
）

　
　

の
者

　
⑹

　
学

芸
員

（
日

本
中

世
史

担
当

）
を

志
望

す
る

者
は

、
学

校
教

育
法

に
よ

る
大

学
（

短
期

大
学

を
除

　
　

く
。

）
又

は
大

学
院

で
、

日
本

中
世

史
に

関
す

る
専

門
課

程
若

し
く

は
こ

れ
に

準
じ

る
課

程
を

卒
業

　
　

（
修

了
）

し
た

者
又

は
令

和
３

年
３

月
31日

ま
で

に
卒

業
見

込
み

（
修

了
見

込
み

）
の

者

　
※

　
受

験
資

格
が

な
い

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
は

、
合

格
を

取
り

消
す

。
ま

た
、

県
職

員
と

し
て

ふ
さ

わ

　
　

し
く

な
い

非
違

行
為

が
あ

っ
た

場
合

は
、

合
格

を
取

り
消

す
こ

と
が

あ
る

。

　
（

参
考

）

　
地

方
公

務
員

法
（

抜
粋

）

　
（

欠
格

条
項

）

第
16条

　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

条
例

で
定

め
る

場
合

を
除

く
ほ

か
、

職
員

と
な

り
、

　
又

は
競

争
試

験
若

し
く

は
選

考
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

　
⑴

　
禁

錮
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ

の
執

行
を

終
わ

る
ま

で
又

は
そ

の
執

行
を

受
け

る
こ

と
が

な
く

な

　
　

る
ま

で
の

者

　
⑵

　
当

該
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
懲

戒
免

職
の

処
分

を
受

け
、

当
該

処
分

の
日

か
ら

２
年

を
経

過
し

な

　
　

い
者

　
⑶

　
人

事
委

員
会

又
は

公
平

委
員

会
の

委
員

の
職

に
あ

つ
て

、
第

60条
か

ら
第

63条
ま

で
に

規
定

す
る

罪

　
　

を
犯

し
、

刑
に

処
せ

ら
れ

た
者

　
⑷

　
日

本
国

憲
法

施
行

の
日

以
後

に
お

い
て

、
日

本
国

憲
法

又
は

そ
の

下
に

成
立

し
た

政
府

を
暴

力
で

破

　
　

壊
す

る
こ

と
を

主
張

す
る

政
党

そ
の

他
の

団
体

を
結

成
し

、
又

は
こ

れ
に

加
入

し
た

者

４
　
出
願
等
手
続



令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

大
分
県
報

三

（
教
育
委
告
示
）

　
⑴
　
願
書
受
付
期
間
及
び
提
出
方
法
等

願
書
受
付
期
間

令
和
２
年
1
0
月
2
3
日
（
金
）
か
ら
1
1
月
2
7
日
（
金
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

　
　

　
提

出
方

法
は

、
次

の
①

又
は

②
と

す
る

。

①
持

参
に

よ
る

場
合

・
４

⑵
の

書
類

の
提

出
先

に
持

参
す

る
こ

と
。

・
受
付
時
間
は
、
８
：
3
0
～
1
7
：
1
5
と
す
る
。

②
郵

送
に

よ
る

場
合

・
簡
易
書
留
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
教
育
庁
等
職
員
（
学
芸
員
）
採
用
選
考
試
験

　
願
書
在
中
」
と
朱
書
き
す
る
こ
と
。

・
令
和
２
年
1
1
月
2
7
日
（
金
）
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。

　
⑵
　
書
類
の
提
出
先

　
　

　
大

分
市

府
内

町
３

丁
目

10番
１

号
　

大
分

県
庁

舎
別

館
７

階

　
　

　
大

分
県

教
育

庁
　

教
育

人
事

課
　

教
育

庁
人

事
班

　
　

　
郵

便
番

号
　

870－
8503　

　
　

電
話

（
097）

506－
5427

　
⑶
　
提
出
書
類

提
出

物
注

意
事

項
等

①
願

　
書

・
必

要
事

項
を

記
入

し
、

写
真

を
貼

付
す

る
こ

と
。

②
受

験
票

・
必

要
事

項
を

記
入

す
る

こ
と

。

③
返

信
用

封
筒

　
２

枚

（
「

受
験

票
送

付
用

」
及

び
「

第

１
次

選
考

結
果

通
知

用
」

）

・
84円

切
手

を
貼

り
、

住
所

及
び

氏
名

を
明

記
す

る
こ

と
（

宛
名

　
は

「
○

○
様

」
と

す
る

こ
と

。
）

。

・
封

筒
の

規
格

は
、

23.5cm
×

12cm
（

長
形

３
号

）
、

糊 の
り付

封
筒

　
と

す
る

（
両

面
テ

ー
プ

貼
付

可
）

。

④
自

己
紹

介
書

・
所

定
の

も
の

（
ボ

ー
ル

ペ
ン

で
記

入
す

る
こ

と
。

）

　
　

（
注

意
）

　
ア

　
必

要
書

類
及

び
記

載
事

項
が

不
備

の
場

合
は

、
受

け
付

け
な

い
こ

と
が

あ
る

。

　
　

　
　

　
　

　
イ

　
願

書
と

受
験

票
は

切
り

離
さ

な
い

こ
と

。

　
　

　
　

　
　

　
ウ

　
願

書
、

受
験

票
及

び
自

己
紹

介
書

は
、

大
分

県
教

育
委

員
会

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ

　
　

　
　

　
　

　
　

（
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/site/k

y
oik

u
/）

か
ら

も
入

手
で

き
る

。

　
　

　
　

　
　

　
エ

　
受

験
料

は
不

要
で

あ
る

。

　
⑷
　
試
験
区
分
等

　
　
　

出
願

す
る

試
験

区
分

は
、

学
芸

員
（

保
存

科
学

担
当

）
又

は
学

芸
員

（
日

本
中

世
史

担
当

）
の

い
ず

　
　

れ
か

一
つ

と
す

る
こ

と
。

併
願

は
で

き
な

い
。

ま
た

、
出

願
後

の
試

験
区

分
の

変
更

は
認

め
な

い
。

　
⑸
　
受
験
票
の
交
付

　
　

　
令

和
２

年
12月

４
日

（
金

）
頃

本
人

宛
て

発
送

す
る

。

　
　

　
※

　
令

和
２

年
12月

11日
（

金
）

を
過

ぎ
て

も
受

験
票

が
届

か
な

い
場

合
は

、
４

⑵
の

書
類

の
提

出

　
　

　
　

先
ま

で
連

絡
す

る
こ

と
。

５
　
第
１
次
試
験

　
⑴
　
期
　
日

　
　

　
令

和
２

年
12月

19日
（

土
）

　
⑵
　
試
験
場

　
　

　
大

分
県

教
育

セ
ン

タ
ー

（
大

分
市

大
字

旦
野

原
847番

地
の

２
）

　
電

話
（

097）
569-0118

　
⑶
　
試
験
内
容
及
び
日
程

時
　

間
試

　
験

　
等

内
　

容
　

等

９
：

00
入

室
完

了
・

試
験

室
に

は
、

８
：

30か
ら

入
室

可

９
：

00～
９

：
20

出
欠

確
認

、
諸

注
意

９
：

20～
10：

20
教

養
試

験
・

公
務

員
と

し
て

必
要

な
一

般
的

知
識

等
に

つ
い

て
の

筆
記

試

　
験

10：
50～

11：
50

専
門

試
験

・
学

芸
員

（
保

存
科

学
担

当
又

は
日

本
中

世
史

担
当

）
と

し
て

　
必

要
な

専
門

的
知

識
等

に
つ

い
て

の
筆

記
試

験

　
　

※
　

教
養

試
験

及
び

専
門

試
験

に
遅

刻
し

た
場

合
は

、
試

験
開

始
後

3
0
分

以
内

に
限

り
受

験
を

認
め

　
　

　
る

。

　
⑷
　
携
行
品

　
受

験
票

、
時

計
（

計
時

機
能

の
み

の
も

の
に

限
る

。
）

及
び

筆
記

具
（

黒
鉛

筆
又

は
シ

ャ

　
　

　
　

　
　

ー
プ

ペ
ン

シ
ル

（
H

B
程

度
）

、
消

し
ゴ

ム
）

　
⑸
　
選
考
結
果

　
　

①
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
数

は
、

採
用

予
定

者
数

の
４

倍
と

す
る

。

　
　

　
　

た
だ

し
、

採
用

予
定

者
数

の
４

倍
以

内
で

あ
っ

て
も

、
成

績
が

著
し

く
低

い
場

合
は

、
合

格
者

と

　
　

　
し

な
い

。

　
　

　
※

　
成

績
が

著
し

く
低

い
場

合
：

第
１

次
試

験
の

得
点

率
が

40％
（

150点
満

点
中

60点
）

以
下

に

　
　

　
　

該
当

す
る

場
合

　
　

②
　

第
１

次
試

験
の

選
考

の
結

果
は

、
令

和
２

年
12月

28日
（

月
）

午
前

９
時

に
、

大
分

県
庁

舎
本

館



令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

大
分
県
報

四

（
教
育
委
告
示
・
正
誤
）

　
　

　
１

階
の

県
政

掲
示

板
（

県
民

室
横

）
に

合
格

者
の

受
験

番
号

を
掲

示
す

る
と

と
も

に
、

受
験

者
全

員

　
　

　
に

文
書

で
通

知
す

る
。

　
　

　
　

ま
た

、
合

格
者

の
受

験
番

号
は

、
大

分
県

教
育

委
員

会
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

（
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.

　
　

　
oita.jp

/site/k
y
oik

u
/）

に
掲

載
す

る
。

　
　

③
　

第
１

次
試

験
の

専
門

試
験

の
「

正
解

・
配

点
」

を
大

分
県

教
育

委
員

会
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
　

　
（

h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/site/k

y
oik

u
/)に

掲
載

す
る

。

６
　
第
２
次
試
験

　
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

つ
い

て
、

以
下

の
と

お
り

第
２

次
試

験
を

実
施

す
る

。

　
　

な
お

、
日

程
等

の
詳

細
は

、
第

１
次

試
験

結
果

通
知

の
際

に
第

１
次

試
験

合
格

者
に

対
し

て
通

知
す

　
る

。

　
⑴
　
期
　
日

　
　

　
令

和
３

年
１

月
17日

（
日

）

　
⑵
　
試
験
場

　
　

　
大

分
県

教
育

セ
ン

タ
ー

（
大

分
市

大
字

旦
野

原
847番

地
の

２
）

　
電

話
（

097）
569－

0118

　
⑶
　
試
験
内
容

試
　

験
内

容
等

面
接

Ⅰ
・

学
芸

員
（

保
存

科
学

担
当

又
は

日
本

中
世

史
担

当
）

と
し

て
必

要
な

専
門

的
知

識
等

　
に

つ
い

て
の

口
頭

試
問

面
接

Ⅱ
・

人
物

及
び

適
格

性
に

つ
い

て
の

個
人

面
接

　
⑷
　
選
考
結
果

　
　

　
選

考
の

結
果

は
、

令
和

３
年

１
月

29日
（

金
）

午
前

９
時

に
、

大
分

県
庁

舎
本

館
１

階
の

県
政

掲
示

　
　

板
（

県
民

室
横

）
に

合
格

者
の

受
験

番
号

を
掲

示
す

る
と

と
も

に
、

受
験

者
全

員
に

文
書

で
通

知
す

　
　

る
。

ま
た

、
合

格
者

の
受

験
番

号
は

、
大

分
県

教
育

委
員

会
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

（
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.

　
　

oita.jp
/site/k

y
oik

u
/)に

掲
載

す
る

。

　
　

　
な

お
、

採
用

予
定

者
数

内
で

あ
っ

て
も

、
成

績
が

著
し

く
低

い
場

合
は

、
合

格
者

と
し

な
い

。
  

　
　

※
　

成
績

が
著

し
く

低
い

場
合

：
第

２
次

試
験

の
得

点
率

が
40％

（
300点

満
点

中
120点

）
以

下
に

該

　
　

　
当

す
る

場
合

７
　
各
試
験
の
配
点

試
　

験
第

１
次

試
験

（
150点

）
第

２
次

試
験

（
300点

）

教
養

試
験

専
門

試
験

面
接

Ⅰ
面

接
Ⅱ

配
　

点
50点

100点
100点

200点

　
（

注
意

）
　

第
２

次
試

験
の

合
格

者
は

、
第

１
次

試
験

及
び

第
２

次
試

験
の

総
合

成
績

（
450点

満
点

）

　
　

　
　

　
に

よ
り

決
定

す
る

。

８
　
得
点
等
の
送
付
・
開
示

　
　

受
験

者
全

員
に

対
し

て
、

選
考

試
験

の
得

点
を

、
選

考
試

験
の

結
果

の
通

知
と

と
も

に
送

付
す

る
（

口

　
頭

に
よ

る
開

示
（

簡
易

開
示

）
は

行
わ

な
い

。
）

。

９
　
合
格
者
の
行
う
手
続

　
　

合
格

者
は

、
指

定
す

る
日

ま
で

に
採

用
の

た
め

の
必

要
書

類
を

提
出

す
る

こ
と

。
詳

細
は

、
合

格
者

に

　
対

し
て

通
知

す
る

。

1
0
　
採
用
及
び
給
与

　
⑴

　
選

考
試

験
の

合
格

者
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
付

け
で

採
用

す
る

。

　
⑵

　
採

用
時

の
給

料
は

、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
32年

大
分

県
条

例
第

39号
）

等
の

規
定

に

　
　

基
づ

き
決

定
す

る
。

そ
の

他
扶

養
手

当
、

住
居

手
当

、
通

勤
手

当
及

び
期

末
・

勤
勉

手
当

等
の

諸
手

当

　
　

を
、

そ
れ

ぞ
れ

の
支

給
要

件
に

応
じ

て
支

給
す

る
。

　
　

　
な

お
、

採
用

前
の

職
歴

を
有

す
る

者
は

、
条

件
に

応
じ

て
加

算
さ

れ
る

。

1
1　
そ
の
他

　
⑴

　
身

体
に

障
が

い
等

が
あ

り
、

試
験

場
に

お
い

て
配

慮
を

必
要

と
す

る
受

験
者

は
、

願
書

の
「

受
験

上

　
　

の
配

慮
」

欄
に

そ
の

旨
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
⑵

　
携

帯
電

話
等

は
試

験
場

内
で

は
電

源
を

切
り

、
か

ば
ん

等
に

入
れ

て
お

く
こ

と
。

携
帯

電
話

を
時

計

　
　

代
わ

り
に

使
用

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

○
正　
　
　
　
　

誤

　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
二
六
）
に
登
載
の
大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
（
大

分
県
監
査
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
改
正
）
中
の
訂
正

ペ
ー
ジ

段

誤

正

二

上

左
の
誤
の
と
お
り

左
の
正
の
と
お
り

　

誤



令
和
二
年
十
月
二
十
三
日

大
分
県
報

五

（
正
誤
）

第
八
条　

事
務
局
職
員
の
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
一
課
長
に
合
議
し
な
け
れ
ば

　

な
ら
な
い
。

　

正

　

（
第
一
課
長
へ
の
合
議
）

第
八
条　

事
務
局
職
員
の
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
一
課
長
に
合
議
し
な
け
れ
ば

　

な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　

　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
二
六
）
に
登
載
の
大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
（
大

分
県
監
査
事
務
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
改
正
）
中
の
訂
正

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

二

上

左
か
ら
一
三

大
分
県
監
査
事
務
局
倫
理
規
程

大
分
県
監
査
事
務
局
職
員
倫
理
規

程

二

上

左
か
ら
八

大
分
県
監
査
委
員
事
務
局
倫
理

規
程

大
分
県
監
査
委
員
事
務
局
職
員
倫

理
規
程

　
　
　
　
　
　
　

　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
二
六
）
に
登
載
の
大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
三
号
（
大

分
県
監
査
委
員
公
印
規
程
の
一
部
改
正
）
中
の
訂
正

ペ
ー
ジ

段

誤

正

二

下

左
の
誤
の
と
お
り

左
の
正
の
と
お
り

　

誤

別
表
第
２

（第
２
条
関
係

）

大
分

県

監
査

委

員
之

印

大
分

県
代

表
監

査
委

員
之

印

大
分

県
代

表
監

査
委

員
職

務

代
理

者
之

印

⑷
⑸

⑹

大
分

県
監

査

委
員

事
務

局
長

之
印

大
分

県
監

査

委
員

事
務

局

第
一

課
長

之
印

大
分

県
監

査

委
員

事
務

局

第
二

課
長

之
印

　

正

別
表
第
２

（第
２
条
関
係

）

⑴
⑵

⑶

大
分

県

監
査

委

員
之

印

大
分

県
代

表
監

査
委

員
之

印

大
分

県
代

表
監

査
委

員
職

務

代
理

者
之

印

⑷
⑸

⑹

大
分

県
監

査
委

員
事

務
局

長
印

大
分

県
監

査

委
員

事
務

局

第
一

課
長

印

大
分

県
監

査

委
員

事
務

局

第
二

課
長

印


